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クリエイター派遣審査選定委員会設置要綱 

 

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団 

(目的) 

第１条 公益財団法人こうべ産業・就労支援財団（以下「財団」という。）は、財団の定款第４

条第１号に基づき実施する、クリエイター派遣事業の円滑な推進を図るため、クリエイター派

遣審査選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ この要綱は、委員会の組織及び運営等について必要な事項を定める。 

 

(所掌事務) 

第２条 委員会は次の各号に定める事務を所掌する。 

（１）財団が派遣するクリエイターの選定及び登録の審査に関すること 

（２）財団におけるクリエイター派遣対象事業の審査に関すること 

（３）その他財団のクリエイター派遣事業に関して財団理事長が必要と認め審査する事項 

 

(組織) 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２  委員長は、クリエイター派遣事業を所管する常務理事（経営支援部所管）をもってあてる。クリエイ

ター派遣事業を所管する常務理事（経営支援部所管）に欠員があるときは、委員のうち経営支援部

長をもってあてる。 

３  委員は次に掲げる者をもってあてる。 

 雇用促進部長、産業イノベーション推進部長、ビジネス開発部長、経営支援部長 

 

（委員長の職務及び代理) 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

２   委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、経営支援部長がその職務を代理する。 

 

(招集) 

第５条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。  

 

(会議) 

第６条  委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによ

る。 

３ 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。 

 

(意見の聴取) 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を聞くことができ

る。 

 

(持ち回りによる審議) 

第８条 委員長が必要と認めるときは、委員会を招集せず、議案の持ち回りにより審議することができ

る。 

  

(庶務) 

第９条 委員会の庶務は、経営支援部において行う。 
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(会議の非公開) 

第１０条 委員会の会議及び議事内容は公開しない。 

 

(雑則) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。 

 

 

 

 

 

 

附則 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 


